
船舶事故調査報告書 

平成２８年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２７年８月７日 １０時００分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市御崎
お さ き

岬南南東方 

 陸前御崎岬灯台から真方位１６９°２.５海里付近 

 （概位 北緯３８°４９.０′ 東経１４１°４１.０′） 

事故の概要  漁船大一
だいいち

丸拾八號
じゅうはちごう

は、航行中、魚倉内の清掃作業を行っていた甲

板員が負傷した。 

事故調査の経過 平成２７年８月１０日、調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 大一丸拾八號、１８５トン 

 １３６６１２、大一水産株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

甲板員Ａ 

 負傷者 軽傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、乗組員１７人が二手に分かれて船首側及び船尾側の魚倉の

清掃作業中、３番魚倉（左）（以下「本件魚倉」という。）のハッチ口

にいた甲板員が、本件魚倉内で掃除を行っていた甲板員Ａが倒れ込ん

だのを認めた。 

船長は、救助の目的で本件魚倉内に入ったところ、冷凍機用冷媒ガ

ス（空気より重い）の配管が腐食し、生じた破口から同ガスが漏えい
．．

していることを認め、他の乗組員と交替しながら救助作業を行った。 

本船は、気仙沼港に帰港し、甲板員Ａ及び救助作業に当たった乗組

員５人が病院に搬送されて検査を受けた。 

分析 本船は、魚倉内に付設の冷凍用配管に腐食による破口が生じて冷媒

ガスが漏えい
．．

し、本件魚倉内に滞留していた状況下、本件魚倉内の清

掃作業を開始したことから、同作業中の甲板員Ａが同ガスを吸引して

負傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、魚倉内に付設の冷凍用配管に腐食による破口が

生じて冷媒ガスが漏えい
．．

し、本件魚倉内に滞留していた状況下、本件

魚倉内の清掃作業を開始したため、同作業中の甲板員Ａが同ガスを吸

引して負傷したことにより発生したものと考えられる。 

参考 船舶所有者は、本事故後、次の対策をとった。 



 ・酸素濃度計を支給し、魚倉に入る前に、酸素濃度を計測すること

とした。 

 


